
京都市告示第   号 

 京都市市営住宅条例第１５条第２項の規定により，公営住宅法施行令第

２条第１項第４号に規定する数値を定め，平成２２年４月１日以降の家賃

の算定から適用することとしましたので，京都市市営住宅条例施行規則第

６条第２項に規定により告示します。 

 なお，平成１８年９月２９日京都市告示第２２０号は，平成２２年４月

１日付けで廃止します。 

 

 

平成２１年１０月 ８日 

   京都市長  門 川  大 作   

 

 

 

市営住宅の名称 棟  番  号 住 宅 番 号 数値 

上賀茂市営住宅   0.7346 

鷹峯市営住宅 第 1 棟から第 4 棟まで  0.7405 

第 6 棟から第 16 棟まで  0.7475 楽只市営住宅 

第 21 棟及び第 22 棟  0.9475 

東天王町市営住宅 第 1 棟及び第 2 棟  0.9595 

岡崎市営住宅 第 1 棟及び第 2 棟  0.7416 

第 5 棟から第 7 棟まで，

第9棟から第13棟まで，

第 16 棟及び第 17 棟 

 0.7444 

第 18棟から第22棟まで  0.8944 

錦林市営住宅 

Ｋ1 棟  0.9444 

第 6棟から第13棟まで，

第 51 棟及び第 52 棟 

 0.7291 養正市営住宅 

第 21 棟  0.9291 

高野市営住宅   0.7522 

山端北市営住宅   0.7519 

２６９



    

山端南市営住宅   0.7536 

三宅市営住宅   0.7463 

三宅第二市営住宅   0.7337 

壬生東市営住宅 第 1 棟から第 7 棟まで  0.7515 

二条市営住宅 第 1 棟  0.9601 

第 3 棟から第 5 棟まで，

第 11 棟及び第 12 棟 

 0.7312 

第 6 棟及び第 7 棟  0.7812 

三条市営住宅 

第 13 棟及び第 21 棟  0.9312 

第 1 棟及び第 2 棟  0.9384 山科市営住宅 

第 3 棟  0.8884 

東野市営住宅 第 1 棟から第 7 棟まで  0.9374 

日ノ岡市営住宅   0.7289 

御陵市営住宅 第 1 棟から第 4 棟まで  0.9364 

音羽千本市営住宅 第 1 棟及び第 2 棟  0.9361 

音羽市営住宅 第 1 棟から第 3 棟まで  0.9367 

大宅市営住宅 第 1 棟から第 3 棟まで  0.9379 

椥辻西市営住宅 第 1 棟から第 5 棟まで  0.8819 

椥辻市営住宅 第 1 棟から第 5 棟まで  0.9352 

西野山市営住宅 第 1 棟から第 15 棟まで  0.7859 

勧修寺第一市営住宅 第 1 棟から第 6 棟まで  0.9326 

勧修寺第二市営住宅 第 1 棟から第 4 棟まで  0.9326 

勧修寺北市営住宅 第 1 棟から第 4 棟まで  0.7838 

第 1 棟，第 4 棟から第 9

棟まで，第 21 棟から第

27 棟まで，第 31 棟及び

第 32 棟 

 0.7222 

第 33 棟  0.7722 

崇仁市営住宅 

第 41 棟，第 51 棟，第Ｍ

1 棟, 第Ｗ1 棟 

 0.9222 

第 1 棟から第 3 棟まで，

第 5 棟から第 7 棟まで 

 0.7900 八条市営住宅 

第 4 棟  0.7400 

唐橋市営住宅 第 1 棟から第 3 棟まで  0.9382 

唐橋第二市営住宅 第 1 棟  0.9388 

東松ノ木市営住宅 第 1 棟から第 3 棟まで  0.9156 



    

南烏丸市営住宅 第 1 棟及び第 2 棟  0.8919 

南岩本市営住宅 第 1 棟  0.9200 

岩本市営住宅 第 1 棟  0.9222 

東九条市営住宅 第 1 棟  0.9296 

北河原市営住宅 第 1 棟  0.7217 

高瀬川南市営住宅 第 1 棟  0.9200 

上鳥羽口市営住宅   0.7274 

山ノ本市営住宅 第 1 棟及び第 2 棟  0.7238 

第 1棟から第 4棟まで及

び第 6 棟 

 0.7223 久世市営住宅 

第 5 棟及び第 7 棟  0.7723 

久世南市営住宅   0.9223 

蜂ケ丘市営住宅 第 1 棟から第 5 棟まで  0.9407 

葛野市営住宅 第 1 棟  0.8876 

壬生市営住宅 第 1 棟から第 4 棟まで  0.7415 

西大路市営住宅 第 1 棟  0.8914 

西京極市営住宅 第 1 棟から第 10 棟まで  0.9419 

嵯峨市営住宅 第 1 棟から第 4 棟まで  0.9313 

広沢市営住宅 第 1 棟から第 2 棟まで  0.9389 

大覚寺市営住宅 第 1 棟から第 3 棟まで  0.9402 

鳥谷市営住宅   0.5 

橋向市営住宅   0.5751 

川西市営住宅 第 1 棟及び第 2 棟  0.7956 

樫原市営住宅 第 1 棟から第 13 棟まで  0.7896 

洛西東新林市営住宅 第 1 棟から第 16 棟まで  0.8752 

第 21棟から第 31棟まで  0.8874 

104 号,105 号,111

号,112 号,115 号及

び 116 号 

0.7374 第 32 棟 

その他 0.8874 

洛西北福西市営住宅 

第 33棟から第 39棟まで  0.8874 

洛西南福西市営住宅 第 41棟及び第 43棟から

第 50 棟まで 

 0.8816 



    

洛西東竹の里市営住

宅 

第 51棟から第 75棟まで  0.8786 

第 1 棟から第 7 棟まで，

第 10 棟，第 27 棟から第

29 棟まで，第 34 棟から

第 41 棟まで，第 43 棟及

び第 44 棟 

 0.7360 桃陵市営住宅 

第 51 棟から第 54 棟ま

で，第 71 棟及び第 72 棟

 

 

0.9360 

102 号及び 103 号 0.7290 第 1-1 棟 

 その他 0.8790 

第 1-2 棟  0.8790 

102 号及び 103 号 0.7290 第 1-3 棟 

その他 0.8790 

第 1-4 棟及び第 1-5 棟  0.8790 

103 号，104 号，107

号，108 号，113 号

及び 114 号 

0.7290 第 1-6 棟 

その他 0.8790 

第 5-1棟から第 5-4棟ま

で 

 0.8790 

102 号，103 号，106

号及び 107 号 

0.7290 第 5-5 棟 

その他 0.8790 

105 号，106 号，113

号，114 号，117 号

及び 118 号 

0.7290 第 5-6 棟 

 

その他 0.8790 

103 号，104 号，107

号及び 108 号 

0.7290 第 5-7 棟 

 

 その他 0.8790 

第 5-8 棟  0.8790 

第 8-1棟から第 8-5棟ま

で 

 0.8758 

第 9-1 棟  0.8758 

第 10-1棟及び第 10-2棟  0.8758 

向島市営住宅 

第 11-1棟から第 11-7棟

まで 

 0.8758 

第 10 棟 醍醐中山市営住宅 

 

 0.8802 



   

102 号，103 号，106

号及び 107 号 

0.7302 第 11 棟 

 

その他 0.8802 

102 号，103 号，106

号及び 107 号 

0.7302 第 12 棟 

 

 その他 0.8802 

第 13棟から第 21棟まで  0.8802 

102 号，103 号，108

号及び 109 号 

0.7302 第 22 棟 

 

その他 0.8802 

第 23 棟  0.8802 

102 号，103 号，108

号及び 109 号 

0.7302 第 24 棟 

 

 その他 0.8802 

102 号，103 号，108

号及び 109 号 

0.7302 第 25 棟 

 

 その他 0.8802 

102 号，103 号，108

号及び 109 号 

0.7302 第 26 棟 

 

 その他 0.8802 

102 号，103 号，108

号及び 109 号 

0.7302 第 27 棟 

 

 その他 0.8802 

102 号，103 号，110

号及び 111 号 

0.7302 第 28 棟 

 

 その他 0.8802 

102 号，103 号，106

号及び 107 号 

0.7302 第 29 棟 

 

 その他 0.8802 

102 号 0.9302 

103 号，106 号及び

107 号 

0.7302 

第 30 棟 

 

 

その他 0.8802 

第 31 棟  0.8802 

醍醐南市営住宅 第 1 棟から第 12 棟まで  0.8796 

醍醐中市営住宅 第 1 棟から第 5 棟まで  0.9383 

醍醐東市営住宅 第 1 棟から第 20 棟まで  0.9383 

醍醐西市営住宅 第 1 棟から第 18 棟まで  0.9415 

小栗栖市営住宅 第 1 棟から第 17 棟まで  0.8848 



    

第 1 棟及び第 2 棟  0.7291 辰巳市営住宅 

 第 3 棟から第 7 棟まで  0.7791 

石田東市営住宅 第 1 棟から第 9 棟まで  0.7822 

石田西市営住宅 第 1 棟から第 9 棟まで  0.7822 

132 号，133 号，136

号，137 号，202 号，

203 号，206 号，207

号，210 号，211 号，

214 号，215 号，223

号，224 号，227 号，

228 号，232 号，233

号，236 号及び 237

号 

0.7294 第 1 棟 

 

その他 0.8794 

大受市営住宅 

第 2 棟から第 13 棟まで  0.8794 

いわたの森市営住宅 第 1 棟から第 8 棟まで  0.8794 

越後屋敷市営住宅   0.7333 

第 1 棟  0.7333 深草市営住宅 

第 2 棟から第 4 棟まで  0.7833 

深草第三市営住宅 第 1 棟から第 8 棟まで  0.9352 

第 1 棟及び第 2 棟  0.7354 七瀬川市営住宅 

その他  0.7354 

第 1 棟  0.7404 鈴塚市営住宅 

その他  0.7904 

桜島市営住宅 第 1 棟  0.9269 

第 1 棟から第 6 棟まで  0.7701 田中宮市営住宅 

第 7 棟  0.9201 

竹田市営住宅 第 1 棟  0.9346 

改進市営住宅 第 1 棟から第 7 棟まで  0.7201 

加賀屋敷市営住宅 第 1 棟及び第 2 棟  0.7201 

泓ノ壷市営住宅 第 1 棟及び第 2 棟  0.7201 

下鳥羽市営住宅 第 1 棟  0.8812 

久我のもり市営住宅 第 1 棟から第 7 棟まで  0.9283 

木津市営住宅   0.7294 

下津市営住宅   0.7284 

際目市営住宅 第 1 棟  0.8657 

  （都市計画局住宅室住宅政策課） 


